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参考―１ 交通安全施策の推進

国の関係行政機関及び地方公共団体において

は，交通の状況や地域の実態に即した交通の安全

に関する施策を具体的に定め，関係行政機関，地

方公共団体，関係民間団体等が協力・連携して，

これらの施策を講じてきているが，国等の交通安

全に関する基本的な組織，計画，対策等は以下の

とおりである。

１ 総合的な交通安全推進体制

（１）国の交通安全推進体制

ア 中央交通安全対策会議

昭和４５年に交通安全対策基本法が施行されたこ

とに伴い，同法に基づき，総理府に中央交通安全

対策会議が設置された。同会議は，内閣総理大臣

を会長とし，指定行政機関（内閣総理大臣が指定

する交通安全に関係のある省庁）の長たる国務大

臣等を委員として構成されており，交通安全基本

計画の作成及びその実施の推進その他交通安全に

関する総合的な施策で重要なものの企画に関する

審議及びその実施の推進を行っている。

イ 交通対策本部

政府は，昭和３０年，交通安全対策の総合性の確

保を図るため，内閣に交通事故防止対策本部（昭

３０閣議決定）を設置したが，その後の陸上交通事

故の増加等の状況にかんがみ，３５年に同本部を発

展的に解消し，新たに総理府に交通対策本部（５９

年，総務庁発足に伴い同庁に移管）を設けた。同

本部は，平成１３年の中央省庁等再編を機に廃止さ

れ，中央交通安全対策会議の機動性を高め，交通

安全に関する総合的な施策の推進機能を強化する

ため，同会議の下に設けられる機関として位置付

けられることとなった。中央交通安全対策会議の

交通対策本部は，交通安全基本計画に定める施策

を機動的に推進し，並びに交通の安全に関するそ

の他の総合的な施策で重要なものを機動的に企画

し，及び推進している。

ウ 交通安全に関する施策及び事務の総合調

整等

政府は，昭和４０年，各行政機関の陸上交通安全

に関する施策及び事務の総合調整の推進を図るた

め，総理府に陸上交通安全調査室を設置したが，

昭和４５年に交通安全対策基本法の施行に伴い，同

調査室を交通安全対策室（５９年，総務庁発足に伴

い同庁に移管）に改組した。平成１３年の省庁再編

に伴い，総務庁交通安全対策室の事務は，一部を

除き内閣府政策統括官（総合企画調整担当）に移

管された。同政策統括官は，交通安全の確保に関

し行政各部の施策の統一を図るために必要となる

企画及び立案並びに総合調整に関する事務，交通

安全基本計画の作成及び推進に関する事務等をつ

かさどっている。

（２）地方公共団体における交通安全推進体制

ア 都道府県交通安全対策会議等

交通安全対策基本法に基づき，都道府県には都

道府県交通安全対策会議が，市町村には市町村交

通安全対策会議（任意設置）が設置されている。

これらの交通安全対策会議は，交通安全計画の作

成及びその実施の推進，陸上交通の安全に関する

総合的施策の企画の審議及びその実施の推進並び

に関係行政機関の連絡調整を図っている。

イ 都道府県交通対策協議会等

国の交通対策本部に対応したものとして，都道

府県に都道府県交通対策協議会等が，市町村に市

町村交通対策協議会等が設置されている。

ウ 交通安全に関する施策及び事務の総合調

整等

地方公共団体は，交通安全対策室あるいは交通

対策課といった部局を設置し，当該地方公共団体

における交通安全施策の総合的な推進及び交通安

全に関する事務の調整を行っている。
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２ 交通安全計画の作成

（１）交通安全基本計画

交通安全基本計画は，交通安全対策基本法に基

づき，陸上，海上及び航空交通の安全に関する総

合的かつ長期的な施策の大綱等を定めるものであ

る。中央交通安全対策会議において昭和４６年に第

１次の交通安全基本計画が作成されたのに続

き，５１年に第２次，５６年に第３次，６１年に第４次，

平成３年に第５次，８年に第６次の交通安全基本

計画がそれぞれ作成された。

さらに，平成１３年３月１６日，中央交通安全対策

会議は，１３年度から１７年度までの５年間を計画期

間とする第７次の交通安全基本計画を作成した。

（２）交通安全業務計画

交通安全業務計画は，交通安全基本計画に基づ

き，各指定行政機関が毎年度作成する単年度計画

で，当該年度において講ずべき交通安全施策及び

都道府県交通安全実施計画の作成基準となるべき

事項について定めるもので，交通安全対策基本法

によりその作成が義務付けられているものであ

る。

（３）都道府県交通安全計画等

都道府県交通安全計画及び市町村交通安全計画

は，それぞれ交通安全基本計画又は都道府県交通

安全計画に基づき，都道府県又は市町村がその区

域における陸上交通の安全に関して講ずべき総合

的かつ長期的な施策の大綱等について定めるもの

で，交通安全対策基本法によりその作成が義務付

けられているものである。

（４）都道府県交通安全実施計画等

都道府県交通安全実施計画及び市町村交通安全

実施計画は，陸上交通の安全に関し，都道府県及

び市町村が作成する単年度計画である。都道府県

については，交通安全対策基本法によりその作成

が義務付けられており，市町村については，市町

村長が必要と認める場合に作成することとされて

いる。

３ 交通安全対策の総合的な推進

政府は，交通安全基本計画にのっとり，各指定

行政機関による交通安全業務計画の作成や都道府

県等に対する交通安全計画の作成に関する助言等

を通じて，総合的な交通安全対策の推進を図ると

ともに，併せて年度ごとの各計画の実施状況等の

把握に努め，次年度以降の対策に反映させるなど

により諸施策の着実な推進に努めている。

また，中央交通安全対策会議及び交通対策本部

にあっては，種々の問題について多くの総合的な

交通安全対策の決定等を行いその効果的な推進を

図っているが，そのうち，主なものは次のとおり

である。

（１）総合対策

○ 交通死亡事故の抑止に向け当面緊急に実

施すべき対策の推進強化について

平成１２．９．７ 交通対策本部決定

○ 中央交通安全対策会議の施策推進機能の

強化について

平成１２．１２．２６ 中央交通安全対策会議決

定

（２）シートベルト・チャイルドシートの着用推

進

○ シートベルト着用の徹底を図るための対

策について

昭和６０．７．１ 交通対策本部決定

○ シートベルト着用徹底のための諸活動の

推進について

昭和６０．７．２５ シートベルト着用推進会

議決定

○ チャイルドシート着用の徹底を図るため

の対策について

平成１１．１０．２１ 交通対策本部決定

○ シートベルト・チャイルドシート着用推

進会議の設置について

平成１１．１０．２１ 交通対策本部長決定

（３）幼児の交通安全対策

○ 幼児の交通安全対策について

昭和４７．４．５ 中央交通安全対策会議決定

―２０２―



○ 幼児交通安全教本について

昭和４８．５．５ 中央交通安全対策会議決定

（４）高齢者の交通安全対策

○ 高齢者の交通安全総合対策について

昭和６３．９．９ 交通対策本部決定

○ 高齢者交通安全対策推進会議の設置につ

いて

昭和６３．９．２７ 交通対策本部長決定

○ 高齢者交通安全教育指導指針

平成２．２．１３ 高齢者交通安全対策推進会

議決定

○ 今後の高齢者の交通安全対策の推進につ

いて

平成４．９．１０ 高齢者交通安全対策推進会

議決定

（５）二輪車事故防止対策

○ 二輪車の事故防止に関する総合対策につ

いて

平成元．７．１１ 交通対策本部決定

○ 二輪車交通安全対策推進会議の設置につ

いて

平成元．８．１５ 交通対策本部長決定

（６）自転車安全利用対策

○ 自転車駐車対策の推進について

昭和５３．１．２３ 交通対策本部決定

（７）トンネル等における自動車の火災事故防止

対策

○ トンネル等における自動車の火災事故防

止対策について

昭和５４．１２．２０ 交通対策本部決定

（８）踏切事故防止総合対策

○ 踏切事故防止総合対策について

平成１３．４．１９ 交通対策本部決定

（９）時差通勤通学対策

○ 時差通勤通学推進計画

平成１３．３．１６ 交通対策本部長決定

（１０）都市交通対策

○ 大都市における道路交通円滑化対策につ

いて

昭和６３．７．２８ 交通対策本部決定

○ 大都市における駐車対策の推進について

平成２．５．２８ 交通対策本部申合せ
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